
 

 

 
 

川崎市学校運営協議会委員の委嘱について 
 

 
１ 川崎市学校運営協議会設置校 

 

川崎区 
川崎市立川中島小学校 （H25.4.1～H28.3.31） 

川崎市立東小田小学校 （H25.4.1～H28.3.31） 

幸 区 川崎市立南河原小学校 （H25.4.1～H28.3.31） 

中原区 
川崎市立上丸子小学校 （H25.4.1～H28.3.31） 

川崎市立苅宿小学校 （H27.4.1～H30.3.31） 

高津区 川崎市立東橘中学校 （H25.4.1～H28.3.31） 

宮前区 川崎市立土橋小学校 （H25.4.1～H28.3.31） 

多摩区 
川崎市立稲田中学校 （H27.4.1～H30.3.31） 

川崎市立中野島中学校 （H25.4.1～H28.3.31） 

麻生区 川崎市立金程小学校 （H25.4.1～H28.3.31） 

（ ）内は現指定期間 

 
 

 
２ 川崎市学校運営協議会委員の委嘱 
 

  別紙「学校運営協議会委員変更一覧」のとおり 
 
 
 
 
 

 



別紙

№

1 濱名　昭仁
【H27.4.21～H28.3.31】

保護者

2 柏木　一男
【H25.4.10～H28.3.31】

地域住民

3 馬場　久美
【H27.4.21～H28.3.31】

保護者

4 佐々木　良一
【H27.5.30～H28.3.31】

地域住民

5 田村　恒子
【H26.5.14～H28.3.31】

地域住民

6 沼田　房代
【H25.4.1～H28.3.31】

地域住民

7 佐々木　和平
【H25.4.1～H28.3.31】

地域住民

8 長谷川　功
【H25.4.1～H28.3.31】

地域住民

9 三堀　忠
【H25.4.1～H28.3.31】

地域住民

10 細谷　久子
【H26.6.27～H28.3.31】

地域住民

11 山本　浩一
【H25.4.1～H28.3.31】

地域住民

12 成田　まゆみ
【H25.4.1～H28.3.31】

地域住民

13 髙橋　和久
【H26.6.27～H28.3.31】

地域住民

14 秋元　晴男
【H25.5.15～H28.3.31】

地域住民

15 山田　英児
【H26.4.1～H28.3.31】

校長

（解嘱） 大津　裕一
【H27.4.21～H28.3.31】

教職員（教頭）

16 菊地　正
【H25.4.1～H28.3.31】

学識経験者

川崎市立東橘中学校学校運営協議会　委員　変更一覧

新 委 員 名 （変更・追加）
【委嘱・任命期間】

現 委 員 名
【委嘱・任命期間】



参考資料 

 

川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則 （抜粋） 

 

（委任） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。 

(１) 教育行政の運営に関する基本的な方針及び計画に関すること。 

(２) 教育委員会規則又は訓令の制定及び改廃並びに重要な通達を行うこと。 

(３) 教育予算その他教育事務で議会の議決を経るべき議案について、市長に対し意見の申出を行うこと。 

(４) 学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置及び名称の変更に関すること。 

(５) 研修、服務その他の人事の一般方針を定めること。 

(６) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 

(７) 附属機関を組織する委員の任免、委嘱及び解嘱を行うこと。 

(８) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況に係る点検及び評価に関すること。 

(９) 重要な学校その他の教育機関の工事の基本計画の策定に関すること。 

(10) 重要な教育財産の取得及び移管並びに処分について、市長に対し意見の申出を行うこと。 

(11) 重要な教育財産の用途又は目的の変更若しくは廃止に関すること。 

(12) 訴訟、不服申立てその他の争訟に関すること。 

(13) 通学区域の設定又は変更を行うこと。 

(14) 義務教育諸学校を除く市立学校の生徒等の募集の基本方針に関すること。 

(15) 教科用図書の採択を行うこと。 

(16) 文化財の指定及び認定並びに解除に関すること。 

(17) 重要な表彰に関すること。 

(18) 請願及び陳情（以下「請願等」という。）に関すること。 

(19) 公文書の開示請求等に関すること。 

（教育長の臨時代理） 

第３条 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条各号に規定する事務について、臨時にこれを代理すること

ができる。 

２ 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の委員会会議に報告し、その承認を受けなければ

ならない。 

 

 

 

川崎市学校運営協議会運営要綱 （抜粋） 
 

（委員の任命）  

第５条  当該校の校長を除き、学校運営協議会委員の選出については次に掲げる者の中から、書類審査、面接、又は当該

校からの聴き取りによって教育委員会が審査を行い任命する。  

(1) 当該校の近隣に所在する地域住民及び保護者については、学校運営協議会又は準備会の推薦を受けた者。  

(2) 当該校と関係を有する者については、学校運営協議会又は準備会の推薦を受けた者。  

(3) 学識経験者については当該校の校長の推薦を受けた者。  

(4) その他教育委員会が必要と認めた者。  

２ 学校運営協議会委員候補者については、学校運営協議会設置の申請時に様式２により委員候補の一覧と承諾書を添付

することとする。  

３ 学校運営協議会の委員の人数については１６名以内とする。ただし、学識経験者については２名以下とする。  

４ 教育委員会関係者は、いかなる立場であっても学校運営協議会委員になることはできない。  

５ 学校運営協議会に顧問、協力委員等協力者をおくことができる。 


